	法人名
【担当者氏名】
	
【　　　　　　　　　　　　　　　】
	提出日
	　　　　年　　月　　日（　　曜日）

	日中連絡が取れる
連絡先（電話）
	
	メール
	@



神奈川県居住支援法人　指定申請に係る必要書類チェックリスト
提出の際は、必要書類が揃っているかを申請欄の□にチェックして確認の上、ご提出ください。↓
	様式
	提出書類
	備考（留意点、必須の記載事項など）
	申請
	審査

	第1号
	住宅確保要配慮者居住支援法人
指定申請書
	別紙「住宅確保要配慮者居住支援法人指定申請書　記載例」を参照
	□
	□

	参考
様式
	支援業務の実施計画書
	別紙「支援業務の実施に関する計画書　参考様式　記載例」を参照
	□
	□

	－
	[貴法人の]申請年度の前事業年度の
①財産目録　　②事業報告書
③収支決算書　④貸借対照表
	財務諸表等で債務超過の状態にないことを確認
	□
	□

	－
	[貴法人の]定款（申請に係る意思決定を証する書類）
	法第62条各号のうち行う支援業務の実施に関することが法人の定款に記載されていることを確認
（各号業務が定款に記載されていない場合は、申請を行う意思決定を証する法人の定款等の規定に基づく取締役会、理事会、総会等の議事録等も併せて提出）
	□
	□

	－
	[貴法人の]登記事項証明書
	原則として、申請日前３ヶ月以内に取得したもの
	□
	□

	－
	[貴法人の]役員氏名・略歴を記載した書類
	現職役員の過去の履歴を記載
	□
	□

	参考
様式（①）
	[貴法人の]申請年度の
①事業計画書　②収支予算書
(注)内容が同じ場合は、支援業務の実施計画書は申請年度の事業計画書を兼ねることができるが、内容が異なる場合は、それぞれ提出すること。
	①法第62条各号のうち行う支援業務に係る事業計画を記載
②法人全体の収支予算を提出
	□
	□

	－
	[貴法人の]申請前に行っていた法第62条各号の居住支援に資する活動の実績を示す書類
	支援業務に関与し実施する職員が過去５年の直近年度（12カ月）に居住支援の活動実績・実務経験を有することを確認
	□
	□

	－
	[貴法人の]組織及び事務分担を記載した書類
(注)「支援業務の実施計画書」の「組織体制について」で、明示済の場合も、組織体制の部分を取り出し、貴法人全体の組織を明示すること。
	(1)（貴法人が支援業務以外の業務を行っている場合）
支援業務以外の業務実施によって支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること（原則、他の業務を行う組織との分離がなされていること）を明示
(2)（営利目的につながる事業が貴法人内にある場合）
支援業務とそれ以外の業務とをそれぞれ独立した部署で行うとともに担当役員を置くことを明示
	□
	□

	－
	[貴法人の]個人情報保護規程その他これに準じるもの
	規程等を提出
	□
	□

	第34号
又は
第35号
	支援法人指定に関する誓約書
	債務保証業務（法第62条第１号）を　
(1)行わない場合＝様式第34号　
(2)行　う　場合＝様式第35号　を使用
	□
	□



■推薦依頼を市町村へ行っている場合のみ
	様式
	提出書類
	備考（留意点、必須の記載事項など）
	申請
	審査

	第８号
	推薦申請書（写し）と添付書類
	市町村と連携し、実施した居住支援業務の概要も添付
	□
	□



■債務保証業務（法第62条第１号）又は残置物処理等業務（法第62条第５号）を行う場合のみ
	様式
	提出書類
	備考（留意点、必須の記載事項など）
	申請
	審査

	－
	当該業務に係る経理とその他の業務に係る経理とが区分されていることがわかる書類
	債務保証業務又は残置物処理等業務とその他業務の経理の区分を証する事業部門ごとの財務諸表などを提出
	□
	□

	（その他支援法人の業務に関し参考となる書類）
	
	

	－
	《債務保証業務を行う場合のみ》
申請前に行っていた次のいずれかの業務の実績を示す書類
①法第62条第２号から第５号までのいずれかの業務
②国土交通大臣の登録を受けている家賃債務保証業者としての業務
③社会福祉協議会の事業に係る業務等
	支援業務に関与し実施する職員が１年以上の実務経験を有することを確認
	□
	□

	－
	《残置物処理等業務を行う場合のみ》
申請前に行っていた次のいずれかの業務の実績を示す書類
①法第62条第１号から第４号までのいずれかの業務
②弁護士・行政書士等の事務所における法律関係等の専門的な知識を必要とする業務
③社会福祉協議会の事業に係る業務等
	支援業務に関与し実施する職員が１年以上の実務経験を有することを確認
	□
	□

	－
	申請年度の過去３年分の貸借対照表
	債務超過の状態にないことを確認
（法人設立後３年未満の場合は法人の中長期計画等で財産の推移の見込みが黒字となっていることを確認）
	□
	□




